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令和５年瑞浪市農業委員会第１回臨時総会議事録 

開催日時 

令和５年７月２０日（木） 

午前 ９時４０分 開会    

午前１０時５０分 閉会 

開催場所 瑞浪市役所 ２階 大会議室 

議  長 
大山 理晴 臨時議長、土屋 敏子 臨時議長 

大山 理晴 会長 

出席委員 

（２２名） 

 

委員 

遠 山 英 俊 水 野 安 喜 

小 栗 智 幸 安 田 清 和 

渡 邉 美 孝 大 山 理 晴 

勝 股 増 夫 鈴 木 録 郎 

奥 村 正 子 足 立 正 之 

土 屋 敏 子 加 納 富 雄 

安 藤 良 一 成 瀬 良 美 

農地利

用最適

化推進

委員 

岩 嶋 貞 夫 伊 藤 道 子 

勝 股 重 雄 小 倉 清 弘 

板 橋 仁 晃 有 我 俊 春 

渡 邉 俊 美 小 川 伸 二 

欠席委員 

（１名） 
 三 輪 徳 夫  

事務局 

市  長 水 野 光 二 

経済部長 鈴 木 創 造 

局  長 工 藤 嘉 高 

局長補佐 森 本 英 樹 

主  査 日比野 有 真 

付議事項 

議第１号  会長の互選について 

議第２号  議事録署名委員の指名について 

議第３号  職務代理者の互選について 

議第４号  農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議第５号  農業委員会の委員の振興部会長の選出について 

議第６号  農業委員会の農地利用最適化推進委員の代表者の選出に 

ついて 

議第７号  会計及び監査委員の選出について 

議第８号  議席の決定について 

 

付議の内容については別紙のとおり 
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経済部長  ただ今から、農業委員会の委員の、任期満了による任命後、最

初の総会を開催いたします。 

本総会は、農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に

基づきまして、市長が招集しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

日程第１の「臨時議長の選出について」でございます。 

瑞浪市農業委員会会議規則第３条の規定により、「農業委員会

の会長が議長となり、議事を整理する。」こととなっております

が、本日の総会は、初めてでございますので、会長が互選されて

おりません。 

そこで、会長が互選されますまでの間、地方自治法第１０７条

「臨時議長」の規定を準用しまして、出席委員の最年長者を臨時

議長とさせて頂きますのでよろしくお願いします。 

それでは、ご紹介します。「大山 理晴」委員でございます。 

大山 

臨時議長 

 ただ今、ご紹介頂きました、「大山 理晴」でございます。 

会長が互選されますまでの間、臨時議長を務めさせて頂きま

す。 

議事進行に当たり、委員各位の格別なるご協力をよろしくお願

い致します。 

 本日の出席委員は、１４名中全員出席ですので、農業委員会等

に関する法律第２７条第３項の規定による過半数に達しており、

総会は成立します。 

 それでは、議第１号「会長の互選について」を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

局長補佐 農業委員会等に関する法律第５条第１項に「農業委員会に会長

を置く」、また、第２項では「会長は、委員が互選した者をもっ

て充てる。」と規定されております。 

本総会において、選出していただくよう上程させていただきま

す。 

なお、同条第３項に、「会長は、会務を総理し委員会を代表す

る。」と規定されております。 

ご審議頂きますよう、お願いします。 

大山 

臨時議長 

 会長の互選について、皆様、何かご提案はありますでしょう

か。 

委 員 （意見なし） 
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大山 

臨時議長 

 私より選出の方法について提案したいと思います。ご異議はあ

りませんか。 

委 員 （異議なし） 

大山 

臨時議長 

 異議なしと認め、提案します。 

瑞浪地区、土岐地区、稲津地区、陶地区、明世地区、日吉地

区、釜戸地区、大湫地区の各地区より一名ずつ選考委員を選び、

その委員により会長を推薦したらどうでしょうか。異議のない委

員の挙手を求めます。 

委 員 （全員挙手） 

大山 

臨時議長 

全員賛成ですので、選考委員を選出していただき、その

方達で推薦をお願いします。 

 選考委員の指名につきましては、如何いたしましょうか。 

委 員 （臨時議長一任の声） 

大山 

臨時議長 

ただ今、臨時議長一任の声を頂きましたので、指名いたし

ます。 

 選考委員に、瑞浪地区「奥村 正子」委員、土岐地区

「加納 富雄」委員、稲津地区「勝股 増夫」委員、陶地

区 「水野 安喜」委員、明世地区「安藤 良一」委員、

日吉地区「渡邉 美孝」委員、釜戸地区「足立 正之」委

員、大湫地区「安田 清和」委員を指名いたします。 

選考協議が終了するまで休憩とします。  

 なお、選考委員の方は、４階第２会議室にて選考します

ので、お集りください。  

 （ 休 憩 ） 

大山 

臨時議長 

ただ今より、会議を再開します。 

 選考委員長より、選考結果を報告願います。 

勝股選考

委員長 

ただ今の選考協議の結果、大山 理晴委員を会長として

推薦することに決定しましたので、ご報告いたします。 

大山 

臨時議長 

ただ今、選考委員長の勝股 増夫委員から報告のとお

り、私が、会長として推薦されました。 

 ここで、地方自治法第百十七条の規定により、私は、退

席しますので、よろしくお願いします。 
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 （大山 理晴委員退席） 

事務局長

補佐 

臨時議長が、会長候補者となり、退席をしましたので、２番目

に年長者であります、土屋 敏子委員に、臨時議長をお願いしま

す。 

土屋 

臨時議長 

それでは、お諮りします。 

議第一号 会長の互選について、大山 理晴委員を会長とする

ことに、賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （挙手多数） 

土屋 

臨時議長 

挙手多数と認め、大山 理晴委員を瑞浪市農業委員会会長の候

補者といたします。 

ここで、大山 理晴委員の復席を許可します。 

 （大山理晴委員復席） 

土屋 

臨時議長 

ただ今、瑞浪市農業委員会会長の候補者になられました大山 

理晴委員に同意を求めます。 

大山理晴

委員 

謹んで、お受けいたします。 

土屋 

臨時議長 

大山 理晴委員の同意が得られましたので、議第一号 会長の

互選について、大山 理晴委員に決定します。 

これにて、私に与えられた任務を無事、終えることができまし

た。皆様、ご協力ありがとうございました。 

会 長  会長職は、大変な責務であります。皆様のご理解とご協力を賜

り、任期を全うしたいと思っておりますのでよろしくお願い致し

ます。 

 それでは、瑞浪市農業委員会の会議規則第３条の規定により、

議長は、会長が務めることとなっておりますので、私が、議長の

職を務めさせて頂きます。 

それでは、議第２号、議事録署名委員の指名について、これは

瑞浪市農業委員会の会議規則第９条第１項に規定する議事録署名

委員ですが、議長から指名させて頂くことにご異議ありません

か。 

委 員 （異議なしの声） 
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議 長 異議ないものと認め、議事録署名委員は、「加納 富雄委員」

と「成瀬 良美委員」の両委員を指名します。 

なお、本日の議事録書記は、事務局を指名いたします。 

続きまして、「議第３号 職務代理者の互選について」を議題

とします。 

事務局より説明をお願いします。 

局長補佐  農業委員会等に関する法律第５条第５項に「会長が欠けたと

き、又は、事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代

理する。」と定められております。 

委員会の運営上、事前に選出しておくことが望ましいとされて

おりますので、本総会にて選出して頂きますよう上程したもので

あります。 

ご審議頂きますよう、よろしくお願いします。 

議 長  ありがとうございました。職務代理者の互選について、皆様、

何かご提案はありますでしょうか。 

委 員 ５期経験をして見える勝股 増夫委員が、適任だと思います。 

議 長 それでは、お諮りします。 

議第３号 職務代理者の互選について、勝股 増夫委員を職務

代理者とすることに、賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （全員挙手） 

議 長 全員賛成ですので、勝股増夫委員を瑞浪市農業委員会の職務代

理者に決定いたします。 

勝股委員 （挨拶） 

議 長  続きまして、議第４号「農業委員会の農地利用最適化推進委員

の委嘱について」を議題とします。 

事務局より説明をお願います。 

局長補佐 それでは、議第４号「農業委員会の農地利用最適化推進委員の

委嘱について」、ご説明申し上げます。 

農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会は、農地

等の利用の最適化の推進に、熱意と識見を有する者のうちから、

農地利用最適化推進委員を委嘱するよう規定されております。 

本市においては、「瑞浪市農業委員会の委員及び農地利用最適化

推進委員の定数を定める条例」において、推進委員の定数を９名

と定めたところでございます。 
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 ２月１０日から３月９日まで一般公募したところ、９名の方か

ら応募の申し出がありました。 

それではお一人ずつ、簡単に紹介させていただきます。 

議案資料の１ページ、「農地利用最適化推進委員候補者」をご

覧ください。 

（候補者９名の紹介） 

以上、応募がありました９名の方々を、紹介させていただきま

した。 

ご審議の程、よろしくお願いします。  

議 長 それでは、議第４号「農業委員会の農地利用最適化推進委員の

委嘱について」、質疑に入ります。９名の候補者を委員に委嘱す

ることに、ご質疑・ご意見はありませんか。 

委 員 （質疑・意見なし） 

議 長 別段、ご質疑やご意見もないようですのでお諮りします。 

議第４号「農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱につい

て」、９名を推進委員に委嘱することに賛成の委員は、挙手をお

願いします。 

委 員 （全員挙手） 

議 長 全員賛成ですので、議第４号は原案のとおり、候補者を農地利

用最適化推進委員に委嘱することに決定しました。 

それでは、農地利用最適化推進委員に委嘱される委員に入室し

ていただき、これより委嘱式を行います。 

しばらくお待ちください。 

 （委嘱式） 

（委嘱式終了後、推進委員は指定の場所に着席） 

議 長 それでは、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員が決定

しましたので、ここで市長より挨拶をいただきます。 

 （市長挨拶） 

議 長 ありがとうございました。 

続きまして、会長の私から一言、挨拶をさせていただきます。 

 （会長挨拶） 
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議 長 それでは、農業委員、推進委員の新しい委員が決定し、初めて

の総会でありますので、各委員の自己紹介をお願いします。順番

は、お配りしました名簿の順でお願いします。 

 （各委員自己紹介） 

議 長 ありがとうございました。 

ここで、市長は、公務のため退席されますので、よろしくお願

いします。 

 （市長退席） 

議 長 続きまして、議第５号「農業委員会の委員の振興部会長の選出

について」、議第６号「農業委員会の農地利用最適化推進委員の

代表者の選出について」、議第７号「会計及び監査委員の選出に

ついて」、の３議案は関連がありますので、一括して議題としま

す。 

事務局より説明をお願いします。 

局長補佐 議第５号「農業委員会の委員の振興部会長の選出」につきまし

ては、農業委員１４名の中から、会長、職務代理者につぐ立場

で、委員の取りまとめをお願いしたいと思います。職務といたし

ましては、委員会業務を行う上での研修、企画の運営を行ってい

ただくものであります。 

議第６号「農業委員会の農地利用最適化推進委員の代表者の選

出」につきましては、推進委員９名の中から、南部地区の代表者

として１名、北部地区の代表者として１名の選出をお願いしたい

と思います。各担当地区は、名簿に記載のとおりです。 

続きまして、議第７号「会計及び監査委員の選出」につきまし

ては、会計は、委員の親睦について、会計業務を行って頂くもの

で、監査委員は、研修費等の会計監査をして頂くものでありま

す。 

なお、各委員の任期につきましては、３年間としたいと思いま

す。 

以上のとおり、振興部会長の選出、推進委員の代表者の選出、

及び会計及び監査委員の選出について、上程させて頂きました。 

よろしくお願いいたします。 

議 長 この３議案につきまして、どのような方法で選出したらよろし

いでしょうか。 
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委 員 （議長一任の声あり） 

議 長 それでは、議長一任の声がありましたので、私と職務代理者、

事務局と選考いたしますので、選考まで休憩とします。 

 （休憩） 

議 長 ただ今より、会議を再開します。 

私と職務代理者、事務局との協議の結果、次のとおり決定しま

したので、事務局より報告をお願いします。 

局長補佐 それでは、協議の結果をご報告させていただきます。 

今、決定しました名簿をお配りしておりますので、よろしくお

願いします。 

議第５号「農業委員会の委員の振興部会長」につきましては、

奥村 正子委員にお願いしたいと思います。 

議第６号「農地利用最適化推進委員の代表者」につきまして

は、南部地区は、岩嶋 貞夫委員、北部地区は、板橋 仁晃委員

にお願いしたいと思います。 

議第７号の会計につきましては、三輪 徳夫委員。監査委員

は、水野 安喜委員にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

議 長 各役職の任期につきましては、３年間といたします。各委員さ

ん、よろしくお願いします。 

続きまして、議第８号「議席の決定について」を、議題としま

す。 

事務局より説明をお願いします。 

局長補佐 瑞浪市農業委員会の会議規則第４条に「委員の議席は、任命後

最初に行われる総会において、会長が定める。」と規定されてお

りますので、会長に決定して頂きますようお願い致します。 

議 長 ただ今、事務局より説明のありましたとおり、会議規則に従

い、議席は私が決定します。 

事務局より報告いたします。 

局長補佐 それでは、議席の報告を致します。 

決定の方法は、会長、職務代理者、委員の部会長、推進委員の

代表者を前列に、その後、農業委員、推進委員それぞれの委員

を、委員経験年数及び年齢順とし、両委員が交互になることを基

本に決定させていただきました。 
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議席表を配布させていただきますので、ご確認をお願いしま

す。 

議 長 それでは、次回より報告のあった議席順としますのでよろしく

お願いします。 

本日の議案審議は、全て終了しました。 

それでは以上をもちまして、令和５年瑞浪市農業委員会第１回

臨時総会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 
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以上、事務局が作成した議事録は正確であることを認め、議事録署名委員は下

記のとおり署名する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

・議  長   

 

 

・委  員   

 

 

・委  員   


